
〇 宮崎市建設工事等の条件付一般競争入札に関する要綱

令和４年10月13日告示第625号

令和５年３月20日告示第202号

令和５年６月２日告示第419号

令和５年10月２日告示第783号

令和６年１月５日告示第 ８号

宮崎市建設工事等の条件付一般競争入札に関する要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、本市が発注する建設工事等の契約についての条件付一般競争入札（

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「令」という。）第167条の５の２の規

定に基づき資格を定めて行う一般競争入札をいう。以下同じ。）に関し、必要な事項を

定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

おりとする。

（１）建設工事 建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第１項に規定する建設工事で

本市が発注するものをいう。

（２）建設コンサルタント等 建築及び設備等工事に関する設計、監理並びに調査、企画、

立案並びに助言を行う「建築設計」、土木工事に関する設計及び監理並びに調査、企画

、立案並びに助言を行う「建設コンサルタント」、「測量」、地質又は土質に関する調

査、計測、解析、判定を行う「地質調査」、補償に関する物件及び権利の調査並びに事

業関連調査並びに登記手続を行う「補償コンサルタント」に関する業務で本市が発注す

るものをいう。

（３）建設工事等 建設工事及び建設コンサルタント等をいう。

（対象の建設工事等）

第３条 建設工事等の条件付一般競争入札の対象は、予定価格が800万円以上の建設工事（

ただし、下水道管渠維持補修工事は、予定価格が3,000万円以上とする。）、予定価格

が2,000万円以上の建築設計及び建設コンサルタント並びに予定価格が500万円以上の測

量、地質調査及び補償コンサルタントとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する

ときは、この限りでない。

（１）特殊な建設工事等で対応できる業者が限られるとき。

（２）緊急を要し条件付一般競争入札の手続を経る時間的余裕がないとき。

（３）その他対象とすることが適当でないと特に市長が認めるとき。

２ 前項に規定するもののほか、次に掲げる建設工事等の指名競争入札において落札者が

いないときは、条件付一般競争入札の対象とすることができる。

（１）予定価格が130万円を超え800万円未満の建設工事（ただし、下水道管渠維持補修工

事は、予定価格が130万円を超え3,000万円未満とする。）

(２)予定価格が50万円を超え500万円未満の測量、地質調査及び補償コンサルタント

（発注基準）

第４条 条件付一般競争入札において、一定の入札参加者による競争性及び対象の建設工事

等の適正な品質を確保するため、別表１のとおり、発注する対象の建設工事等の基準を定

める。

２ 対象の建設工事等が、難易度、技術力、工期、対象業者数等の理由により、別表１によ

ることが適当でないと認められる場合、競争性及び公平性の確保に留意し、別に基準を定



めることができる。

３ 前項の規定により、別に基準を定める場合は、宮崎市競争入札の参加資格及び指名基

準等に関する要綱（昭和56年告示第90号）第９条に規定する宮崎市建設工事請負等指名

業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において決定するものとする。

４ 土木一式工事のうち、等級Ｃを対象とする案件は、別表２に定める施工場所の地域自

治区が含まれるブロックに建設業法第３条第１項に規定する営業所のうち主たる営業所

（以下「主たる営業所」という。）が所在する業者を対象とすることができる。ただし

、施工場所の地域自治区が含まれるブロックに主たる営業所が存在しない場合であって

も、施工場所の地域自治区に主たる営業所が所在する地域自治区が隣接するときは、当

該業者を対象とすることができる。

（総合評価落札方式の適用）

第５条 前条第２項の規定による共同企業体が対象の案件で、別に基準を定めたもののうち

、建設工事については、総合評価落札方式により、落札者を決定するものとする。

２ 前項に定めるもののほか、市長が必要と認める場合は、総合評価落札方式を適用するこ

とができる。

（共同企業体への発注）

第６条 市長は、第３条に規定する対象の建設工事等が大規模又は特殊な案件において、

本市に主たる営業所を有する建設業者等の受注機会の増大や技術力の向上に繋がること

が期待できるものについては、共同企業体を構成することを条件として発注することが

できるものとする。

（共同企業体の構成）

第７条 共同企業体を構成し、入札に参加しようとする者は、条件とする構成方法により、

自主的に構成員を結成するものとする。ただし、同一の建設工事等について、２以上の企

業体の構成員となることはできないものとする。

（共同企業体の出資割合の制限）

第８条 共同企業体の一構成員の最低出資割合は、次のとおりとする。

（１）２者の場合 30パーセント

（２）３者の場合 20パーセント

２ 前項の規定によらない場合は、選定委員会において決定するものとする。

（共同企業体の解散）

第９条 共同企業体の有効期間は、落札した企業体にあっては当該建設工事等の完了後当該

建設工事等に係る決算をもって、落札しなかった企業体にあっては当該建設工事等の契約が

締結されたときをもって、解散するものとする。

（公告）

第10条 市長は、条件付一般競争入札を実施するときは、令167条の６第１項の規定により必

要な事項を公告するものとする。

２ 前項に規定する公告は、掲示場に掲示するほか、宮崎市ホームページ及び入札情報サー

ビスシステムへ掲載することにより行うものとする。

（入札参加資格）

第11条 条件付一般競争入札に参加する資格（以下「入札参加資格」という。）は、次のと

おりとする。

（１）宮崎市競争入札参加資格者名簿（以下「名簿」という。）に登載されていること。

（２）令第167条の４の規定に該当しない者であること。

（３）手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営



状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。

（４）会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は

民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定に基づく再生手続開始の申立ての事実

がある者にあっては、当該手続開始後、本市の競争入札参加資格の再認定を受けている

こと。

（５）民事執行法（昭和54年法律第４号）に基づく仮差押等金銭債権に対する強制執行若し

くは国税、地方税その他公課について滞納処分による強制執行の措置を受け支払が不可

能になった者でないこと、又は第三者の債権保全の請求が常態となったと認められる者

でないこと。

（６）入札公告の日から入札参加資格の確認日までの間において、宮崎市建設工事等に係る

指名停止等の措置に関する要綱（平成６年告示第198号）に基づく指名停止を受けていな

い者であること。

（７）入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がある者が含まれていない

こと。

（８）開札時点において、本市（上下水道局を含む。）及び宮崎市土地開発公社が発注し

た建設工事等で完了していない案件の合計金額又は件数が、別表３の手持制限の金額又

は件数を超えていないこと。ただし、件数は、同表に定める範囲において、設定するものとする

。なお、手持制限の金額及び件数には、発注案件の業種を対象に、入札に参加しよう

とする案件の開札時点までに執行された入札において、落札者又は落札候補者となっ

た工事を含むものとし、その取扱いは次のとおりとする。

ア 発注案件の業種における手持制限の金額は、本市が指定する不調不落対策工事及

び緊急の建設工事等のほか、施工又は履行している建設工事等に附帯する随意契約

の案件、単価契約による案件を除くものとする。

イ 発注案件の業種における手持制限の件数は、本市が指定する不調不落対策工事及

び緊急の建設工事等のほか、予定価格が800万円未満の建設工事（下水道管渠維持

補修工事は予定価格が3,000万円未満）、施工又は履行している建設工事等に附帯

する随意契約の案件を除くものとし、単価契約による案件は、件数にかかわらず、

１件とみなす。ただし、単価契約による案件のうち、契約予定額が800万円未満（

但し、下水道管渠維持補修工事の契約予定額は、3,000万円未満）のものは、手持

制限の件数から除くものとする。

（９）下水道管渠維持補修工事を除く建設工事及び建設コンサルタント等業務委託にあっ

ては当該年度を含む過去11か年度において、下水道管渠維持補修工事にあっては当該

年度までに、国又は地方公共団体等が発注した同種の建設工事等を元請として施工又

は履行し、完了した実績（共同企業体の構成員としては、出資比率が20％以上）があ

り、共同企業体によるもののほか、下水道管渠維持補修工事を除き、別表４に定める

当該建設工事等の予定価格が含まれる価格帯に対応した契約金額の施工実績又は履行

実績があること。なお、施工実績又は履行実績には、発注者のほか、工種、案件又は

部門等を特定した条件を付することができるものとする。

（10）法面工事にあっては、土木一式工事での名簿登載があり、建設業法に規定するとび

・土工・コンクリート工事の許可を受けていること。

（11）建設工事にあっては現場代理人、主任技術者及び監理技術者等を、建設コンサルタン

ト等にあっては技術士又は資格者等を適正に配置できる者であること。なお、建設工事

における主任技術者等の要件及び建築設計業務委託（総合（意匠）に限る。）における

技術者の要件は、別表５によるものとする。

（12）当該年度を除く過去２か年度に受注し、完了した建設工事があるときは、宮崎市工事



検査要綱に定める工事成績表の評定が65点以上であること。

（13）前各号に定めるもののほか、必要に応じて市長が別に定める要件を満たしているこ

と。

（入札参加の手続）

第12条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年条例第

７号）第２条に規定する建設工事の請負にあって、入札に参加しようとする者は、条件付

一般競争入札参加申込書（様式第１号）（以下「申込書」という。）を入札前の指定の期

日までに市長に提出しなければならない。

２ 入札参加条件が第６条に定める共同企業体による場合は、条件付一般競争入札参加申込

書（共同企業体用）（様式第２号）（以下「共同企業体用申込書」という。）を提出しなけ

ればならない。なお、共同企業体による場合、前項に定める申込書は、共同企業体用申込書

の提出に代えるものとする。

３ 前項に定める共同企業体用申込書を提出する際は、次に掲げる書類を添付しなければな

らない。

（１）共同企業体

ア 建設工事で同一業種の共同施工方式の場合

特定建設工事共同企業体協定書（甲）（様式第３号）

イ 建設工事で異業種の分担施工方式の場合

特定建設工事共同企業体協定書（乙）（様式第４号）

ウ 建築設計及び建設コンサルタント業務委託の場合

特定委託業務共同企業体協定書（様式第５号）

(２) 委任状（様式第６号）

(３) その他市長が必要と認める書類

４ 第１項及び第２項の規定によらない場合で、入札に参加しようとする者は、宮崎市財務

規則（平成元年規則第１号。以下「規則」という。）第124条の２に規定する電子入札によ

り、入札することをもって、第１項に定める申込書の提出に代えるものとする。

５ 申込書及び設計図書等は、公告の日から提出期限日までに宮崎市ホームページ及び入札

情報サービスにより提供するものとする。ただし、設計図書等について、入札情報サービス

システムに掲載することが技術的な理由等により困難な場合は、市が指定する業者等で提供

させることができるものとする。

６ 申込書等の受付期間は、公告により市長が定める日までとし、宮崎市の休日を定める条例

（平成２年条例第26号）第１条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「市の休日」

という。）を除き５日以上とする。

７ 申込書等を提出期限までに提出しない者は、当該入札に参加することができないものと

する。

８ 申込書等の作成及び提出に要する費用は、入札に参加しようとする者の負担とする。

（質疑応答）

第13条 入札に参加しようとする者が設計図書等に関して質問をしようとするときは、公告

した方法により指定する期日までに提出しなければならない。

２ 前項の質問及び質問に対する回答は、宮崎市ホームページ及び入札情報サービスシステ

ムに掲載するものとする。

（電子入札）

第14条 この要綱による入札は、規則第124条の２に規定する電子入札により行うことができ

る。なお、建設工事の入札にあっては、入札書提出時に、工事費内訳書を提出しなければな

らない。



（入札の無効）

第15条 第17条第４項又は規則第125条各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とす

る。

２ 前項の規定により入札を無効としたときは、速やかに通知するものとする。

（落札候補者の決定等）

第16条 総合評価落札方式を除く条件付一般競争入札にあっては、予定価格の制限の範囲内

で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格で入札したものを落札候補者

とする。

２ 前項の最低価格で入札したものが２者以上いる場合には、くじにより落札候補者及び次

の順位以降の者（以下「次順位者」という。）を決定するものとする。

（入札参加資格の確認）

第17条 第12条第１項に規定する建設工事の請負にあって、入札の結果、落札候補者となっ

た者は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

（１）対象の建設工事等と同種の施工実績調書

（２）配置予定技術者経歴書

（３）その他市長が必要と認める書類

２ 第12条第２項及び第４項に規定する建設工事の請負にあっては、配置予定技術者を除い

て、入札参加資格を確認するものとする。なお、入札の結果、落札候補者となった者のう

ち、市長が必要と認める場合は、前項第１号の書類を提出しなければならない。

３ 前２項に掲げる書類の提出期限日（以下「提出期限日」」という。）は、入札日の翌日

から起算して３日以内とする。ただし、この日数には市の休日は算入しない。

４ 提出期限日経過後は、第１項に掲げる書類の修正及び再提出は認めない。

５ 落札候補者が、提出期限日までに第１項に規定する書類を提出しない場合又は入札参加

資格の確認のために行う指示に従わない場合は、当該落札候補者の行った入札は無効とする

。

６ 入札参加資格の確認は、原則として、第１項に掲げる書類が提出された日の翌日から起

算して３日以内に行うものとする。ただし、確認に疑義が生じた場合は、この限りでない。

７ 第３項ただし書の規定は、前項の入札参加資格の確認について準用する。

（落札者の決定）

第18条 市長は、入札参加資格の確認の結果、落札候補者が入札参加資格を満たすことが認

められた場合には、当該落札候補者を落札者として決定する。

２ 市長は、落札者を決定した場合、落札者に対し、落札決定通知書により通知するものと

する。

３ 市長は、入札参加資格の確認の結果、入札参加資格がないと認められた落札候補者に対

し、条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書（様式第７号）（以下「確認結果通知書」

という。）にその理由を付し、通知するものとする。

（次順位者の確認）

第19条 市長は、第17条の規定による入札参加資格の確認の結果、落札候補者に入札参加資

格がないと判断した場合又は前条第３項の規定により落札候補者の行った入札を無効とした

場合は、第16条第２項の規定により次順位者を定めているときには当該次順位者を、定めて

いないときには、当該入札参加資格がないとされた者又は入札を無効とされた者（以下「失

格者」という。）に次いで、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入

札した者のうち最低価格で入札した者を落札候補者として、入札参加資格の確認を行うもの

とする。



２ 前項の規定による入札参加資格の確認は、失格者に前条第３項の規定による通知を行っ

た日から行うことができる。

（特定建設工事企業体協定書第８条に基づく協定書）

第20条 異業種の分担施工方式による特定建設工事共同企業体の場合、落札者となった者は

、特定建設工事共同企業体協定書（乙）第８条に基づく協定書（様式第８号）を落札決定後

速やかに、市長に提出するものとする。

（その他）

第21条 この要綱に定めるもののほか、入札に関し必要な事項については、市長が別に定め

る。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、公示の日から施行する。ただし、第５条の規定は、令和５年１月４日から

施行する。

（経過措置）

２ この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる入札の公告その他の契約の申込

みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた入札の公告その他の契約の申込み

の誘引に係る契約については、なお従前の例による。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。

（検討）

２ 市長は、入札参加資格等が実態と適合しないと判断したときは、速やかに、この要綱の

改正の要否を検討し、必要があると認めるときは、所要の見直しを行うものとする。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、令和５年６月２日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、令和５年10月２日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。



別表１（第４条関係）

１ 土木一式工事

備考

１ 「15者以上が対象となる土木一式工事における経営事項審査の総合評定値」は、案件ごとに入

札参加資格を有する業者が15者となる総合評定値を基準に、当該総合評定値以下で、最も近い50

の倍数である総合評定値を下限に設定するものとする。

２ 「20者以上が対象となる土木一式工事における経営事項審査の総合評定値」は、案件ごとに入

札参加資格を有する業者が20者となる総合評定値を基準に、当該総合評定値以下で、最も近い50

の倍数である総合評定値を下限に設定するものとする。

３ 等級Ｃの地域要件における市内に主たる営業所を有することとは、条件付一般競争入札又は指

名競争入札において、落札者がいないときに、条件付一般競争入札に付する際の地域要件をいう

。

４ 予定価格が130万円を超え800万円未満の案件は、指名競争入札において、落札者がいないとき

に適用する。

予定価格 構成 等級 共同企業体の代表者の要件 地域要件

１億 5,000 万円以上 ３者 Ａ

15者以上が対象となる土木一式工事

における経営事項審査の総合評定値が

あること。

市内に主たる営業所を

有すること。

１億円以上

１億 5,000 万円未満
２者 Ａ

20者以上が対象となる土木一式工事

における経営事項審査の総合評定値が

あること。

市内に主たる営業所を

有すること。

2,000 万円以上

１億円未満
単独 Ａ －

市内に主たる営業所を

有すること。

800 万円以上

3,500 万円未満
単独 Ｂ －

市内に主たる営業所を

有すること。

500 万円以上

1,600 万円未満
単独 Ｃ －

指定する地区内に主た

る営業所を有すること

又は市内に主たる営業

所を有すること。

130 万円超

800 万円未満
単独 Ｄ －

市内に主たる営業所を

有すること。



２ 建築一式工事

備考

１ 「20者以上が対象となる建築一式工事における経営事項審査の総合評定値」は、案件ごとに入

札参加資格を有する業者が20者となる総合評定値を基準に、当該総合評定値以下で、最も近い50

の倍数である総合評定値を下限に設定するものとする。

２ 「30者以上が対象となる建築一式工事における経営事項審査の総合評定値」は、案件ごとに入

札参加資格を有する業者が30者となる総合評定値を基準に、当該総合評定値以下で、最も近い50

の倍数である総合評定値を下限に設定するものとする。

３ 予定価格が130万円を超え800万円未満の案件は、指名競争入札において、落札者がいないとき

に適用する。

予定価格 構成 等級 共同企業体の代表者の要件 地域要件

３億円以上 ３者 Ａ

20者以上が対象となる建築一式工事

における経営事項審査の総合評定値

があること。

市内に主たる営業所を

有すること。

１億 5,000 万円以上

３億円未満
２者 Ａ

30者以上が対象となる建築一式工事

における経営事項審査の総合評定値

があること。

市内に主たる営業所を

有すること。

3,000 万円以上

１億 5,000 万円未満
単独 Ａ －

市内に主たる営業所を

有すること。

1,000 万円以上

4,000 万円未満
単独 Ｂ －

市内に主たる営業所を

有すること。

130 万円超

2,000 万円未満
単独 Ｃ －

市内に主たる営業所を

有すること。



３ 電気工事

備考

１ 「10者以上が対象となる電気工事における経営事項審査の総合評定値があること」は、案件ご

とに入札参加資格を有する業者が10者となる総合評定値を基準に、当該総合評定値以下で、最も

近い50の倍数である総合評定値を下限に設定するものとする。

２ 予定価格が130万円を超え800万円未満の案件は、指名競争入札において、落札者がいないとき

に適用する。

４ 管工事、水道施設工事

備考

１ 「10者以上が対象となる当該工事における経営事項審査の総合評定値があること」は、案件ご

とに入札参加資格を有する業者が10者となる総合評定値を基準に、当該総合評定値以下で、最も

近い50の倍数である総合評定値を下限に設定するものとする。

２ 予定価格が130万円を超え800万円未満の案件は、指名競争入札において、落札者がいないとき

に適用する。

予定価格 構成 等級 共同企業体の代表者の要件 地域要件

１億円以上 ２者 Ａ
10者以上が対象となる電気工事における

経営事項審査の総合評定値があること。

市内に主たる営業所

を有すること。

1,500 万円以上

１億円未満
単独 Ａ －

市内に主たる営業所

を有すること。

800 万円以上

2,000 万円未満
単独 Ｂ －

市内に主たる営業所

を有すること。

130 万円超

1,000 万円未満
単独 Ｃ －

市内に主たる営業所

を有すること。

予定価格 構成 等級 共同企業体の代表者の要件 地域要件

１億円以上 ２者 Ａ
10者以上が対象となる当該工事における

経営事項審査の総合評定値があること。

市内に主たる営業所

を有すること。

2,000 万円以上

１億円未満
単独 Ａ －

市内に主たる営業所

を有すること。

800 万円以上

2,500 万円未満
単独 Ｂ －

市内に主たる営業所

を有すること。

130 万円超

1,000 万円未満
単独 Ｃ －

市内に主たる営業所

を有すること。



５ 造園工事

備考

１ 「10者以上が対象となる造園工事における経営事項審査の総合評定値があること」は、案件ご

とに入札参加資格を有する業者が10者となる総合評定値を基準に、当該総合評定値以下で、最も

近い50の倍数である総合評定値を下限に設定するものとする。

２ 予定価格が130万円を超え800万円未満の案件は、指名競争入札において、落札者がいないとき

に適用する。

６ 塗装工事、防水工事

備考

１ 「10者以上が対象となる当該工事における経営事項審査の総合評定値があること」は、案件ご

とに入札参加資格を有する業者が10者となる総合評定値を基準に、当該総合評定値以下で、最も

近い50の倍数である総合評定値を下限に設定するものとする。

２ 「15者以上が対象となる当該工事における経営事項審査の総合評定値があること」は、案件ご

とに入札参加資格を有する業者が15者となる総合評定値を基準に、当該総合評定値以下で、最も

近い50の倍数である総合評定値を下限に設定するものとする。

３ 予定価格が130万円を超え800万円未満の案件は、指名競争入札において、落札者がいないとき

に適用する。

予定価格 構成 等級 共同企業体の代表者の要件 地域要件

１億円以上 ２者 Ａ
10者以上が対象となる造園工事における

経営事項審査の総合評定値があること。

市内に主たる営業所

を有すること。

1,000 万円以上

１億円未満
単独 Ａ －

市内に主たる営業所

を有すること。

130 万円超

1,500 万円未満
単独 Ｂ －

市内に主たる営業所

を有すること。

予定価格 構成 共同企業体の代表者の要件 地域要件

9,000 万円以上 ３者
10者以上が対象となる当該工事における経

営事項審査の総合評定値があること。

市内に主たる営業所

を有すること。

6,000 万円以上

9,000 万円未満
２者

15者以上が対象となる当該工事における経

営事項審査の総合評定値があること。

市内に主たる営業所

を有すること。

130 万円超

6,000 万円未満
単独 －

市内に主たる営業所

を有すること。



７ 舗装工事

備考

１ 「10者以上が対象となる舗装工事における経営事項審査の総合評価値があること」は、案件ご

とに入札参加資格を有する業者が10者となる総合評定値を基準に、当該総合評価値以下で、最も

近い50の倍数である総合評価値を下限に設定するものとする。

２ 予定価格が130万円を超え800万円未満の案件は、指名競争入札において、落札者がいないとき

に適用する。

８ 下水道管渠維持補修工事

備考

１ 下水道管渠維持補修工事は、建設業法に定める「土木一式工事」の許可を受け、「下水道

管渠維持補修工事」での名簿登載があること。

２ 予定価格が130万円を超え3,000万円未満の案件は、指名競争入札において、落札者がいないときに

適用する。

９ 大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロ

ック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、内装仕上工事、機械

器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、さく井工事、建具工事、消防施設工事、清掃施設工事、

解体工事、交通安全施設工事、畳工事、襖工事、フェンス工事、アスベスト除去工事、法面工事

備考

１ 交通安全施設工事は、建設業法に定める「とび・土工・コンクリート工事」の許可を受け

、「交通安全施設工事」での名簿登載があること。

２ 畳工事は、建設業法に定める「内装仕上工事」又は「建具工事」の許可を受け、「畳工事

」での名簿登載があること。

３ 襖工事は、建設業法に定める「内装仕上工事」又は「建具工事」の許可を受け、「襖工事

」での名簿登載があること。

４ フェンス工事は、建設業法に定める「とび・土工・コンクリート工事」の許可を受け、「

フェンス工事」での名簿登載があること。

５ アスベスト除去工事は、建設業法に定める「塗装工事」の許可を受け、「アスベスト除去

工事」での名簿登載があること。

６ 法面工事は、「土木一式工事」での名簿登載があり、建設業法に定める「とび・土工・コ

ンクリート工事」の許可を受けていること。

７ 予定価格が130万円を超え800万円未満の案件は、指名競争入札において、落札者がいないときに適

用する。

予定価格 構成 共同企業体の代表者の要件 地域要件

１億円以上 ２者
10 者以上が対象となる舗装工事における

経営事項審査の総合評定値があること。

市内に主たる営業所

を有すること。

130 万円超

１億円未満
単独 －

市内に主たる営業所

を有すること。

予定価格 構成 地域要件

130 万円超 単独 市内に主たる営業所を有すること。

予定価格 構成 地域要件

130 万円超 単独 市内に主たる営業所を有すること。



10 建築設計（総合（意匠）、構造、電気設備、機械設備）

11 建設コンサルタント（河川・砂防・海岸・海洋、港湾・空港、電力土木、道路、鉄道、上水道・工

業用水道、下水道、農業土木、森林土木、造園、都市計画・地方計画、地質、土質・基礎、鋼構造・

コンクリート、トンネル、施工計画・施工設備・積算、建設環境、機械、水産土木、電気電子、廃棄

物）

12 補償コンサルタント（営業補償あり、営業補償なし）測量、地質調査、

備考

予定価格が50万円を超え500万円未満の案件は、指名競争入札において、落札者がいないときに適用

する。

予定価格 構成 地域要件

2,000 万円以上
２者 市内に建築士事務所を有すること。

単独 市内に建築士事務所を有すること。

予定価格 構成 地域要件

2,000 万円以上
２者 市内に主たる営業所を有すること。

単独 市内に主たる営業所を有すること。

予定価格 構成 地域要件

50万円超 単独 市内に主たる営業所を有すること。



別表２（第４条関係）

ブロック 地域自治区

中央地区 中央東、中央西、小戸、大宮、東大宮、檍

西部地区 大塚、大塚台、生目台、小松台、生目、高岡

北部地区 住吉、北、佐土原

南部地区 大淀、赤江、本郷、木花、青島、田野、清武



別表３（第11条関係）

１ 手持制限の金額

備考

１ 当該業種における予定価格の区分において、手持制限の金額を超えないものとする。

２ 当該業種で、手持金額を超える業者が複数あり、競争環境の確保が難しい場合には、手持件数

を設定することができる。

３ 土木一式工事の手持制限の金額には法面工事を、法面工事の手持制限の金額には、土木一式工

事を含むものとする。

２ 手持制限の件数

備考

土木一式工事の手持制限の件数には法面工事を、法面工事の手持制限の件数には、土木一式工事を

含むものとする。

業種 予定価格 手持制限／金額

土木一式、電気、管、水道施設、造園、

舗装

１億円以上 １億円

6,000 万円以上１億円未満 6,000 万円

建築一式
１億 5,000 万円以上 １億 5,000 万円

6,000 万円以上１億 5,000 万円未満 6,000 万円

塗装、防水、機械器具設置

下水道管渠維持補修工事、法面
6,000 万円以上 6,000 万円

業種 予定価格 手持制限／件数 件数の範囲

土木一式、建築一式、

電気、造園、塗装、防水

130 万円超

6,000 万円未満

第１希望
当該業種で

２件以内

当該業種でなし

当該業種で１件

当該業種で２件

第２希望

以下

参加資格なし

又は

全業種で１件以内

参加資格なし

全業種でなし

全業種で１件

大工、左官、とび・土工・コンクリ

ート、石、屋根、タイル・れんが・

ブロック、鋼構造物、鉄筋、しゅん

せつ、板金、ガラス、内装仕上、絶

熱縁、電気通信、さく井、建具、消

防施設、清掃施設、解体、交通安全

施設、畳、襖、フェンス、アスベス

ト除去

130 万円超

第１希望
当該業種で

２件以内

当該業種でなし

当該業種で１件

当該業種で２件

第２希望

以下

参加資格なし

又は

全業種で１件以内

参加資格なし

全業種でなし

全業種で１件

管、水道施設、舗装、

機械器具設置、

下水道管渠維持補修、法面

130 万円超

6,000 万円未満
当該業種で２件以内

当該業種でなし

当該業種で１件

当該業種で２件

補償コンサルタント（営業補償あり、

営業補償なし）、測量、地質調査
50万円超 当該業種で２件以内

当該業種でなし

当該業種で１件

当該業種で２件



別表４（第11条関係）

１ 土木一式工事

備考

同一等級の業者を対象に入札参加資格要件を設定する。

２ 建築一式工事

備考

同一等級の業者を対象に入札参加資格要件を設定する。

等級 予定価格
施工実績

契約金額 対象

Ａ １億円以上 －

国又は地方公共団体等

の発注工事を元請で施

工、完了しているもの

Ａ 6,000 万円以上 １億円未満 5,000 万円以上

Ａ 5,000 万円以上 6,000 万円未満 4,000 万円以上

Ａ 4,000 万円以上 5,000 万円未満 3,000 万円以上

Ａ／Ｂ 3,000 万円以上 4,000 万円未満 2,000 万円以上

Ａ／Ｂ 2,000 万円以上 3,000 万円未満 1,000 万円以上

Ｂ／Ｃ 1,000 万円以上 2,000 万円未満 800 万円以上

Ｂ／Ｃ 800 万円以上 1,000 万円未満 500 万円以上

Ｃ／Ｄ 500 万円以上 800 万円未満 300 万円以上

Ｄ 500 万円未満 130 万円超

等級 予定価格
施工実績

契約金額 対象

Ａ １億 5,000 万円以上 －

代表者

鉄骨造、鉄筋コンクリー

ト造又は鉄骨鉄筋コンク

リート造の１棟当たりの

延床面積が 1,000 ㎡を超

える新築工事又は増築、

改築工事を元請で施工、

完了しているもの

構成員

国又は地方公共団体等発

注の工事を元請で施工、

完了しているもの

Ａ 6,000 万円以上 １億５千万円未満 5,000 万円以上

国又は地方公共団体等発注の工事を

元請で施工、完了しているもの

Ａ 5,000 万円以上 6,000 万円未満 4,000 万円以上

Ａ 4,000 万円以上 5,000 万円未満 3,000 万円以上

Ａ／Ｂ 3,000 万円以上 4,000 万円未満 2,000 万円以上

Ｂ 2,000 万円以上 3,000 万円未満 1,000 万円以上

Ｂ／Ｃ 1,000 万円以上 2,000 万円未満 800 万円以上

Ｃ 800 万円以上 1,000 万円未満 500 万円以上

Ｃ 800 万円未満 130 万円超



３ 電気工事

備考

同一等級の業者を対象に入札参加資格要件を設定する。

４ 管工事、水道施設工事

備考

同一等級の業者を対象に入札参加資格要件を設定する。

等級 予定価格
施工実績

契約金額 対象

Ａ １億円以上 －

国又は地方公共団体等

の発注工事を元請で施

工、完了しているもの

Ａ 6,000 万円以上 １億円未満 5,000 万円以上

Ａ 5,000 万円以上 6,000 万円未満 4,000 万円以上

Ａ 4,000 万円以上 5,000 万円未満 3,000 万円以上

Ａ 3,000 万円以上 4,000 万円未満 2,000 万円以上

Ａ 2,000 万円以上 3,000 万円未満 1,000 万円以上

Ａ／Ｂ 1,000 万円以上 2,000 万円未満 800 万円以上

Ｂ／Ｃ 800 万円以上 1,000 万円未満 500 万円以上

Ｃ 800 万円未満 130 万円超

等級 予定価格
施工実績

契約金額 対象

Ａ １億円以上 －

国又は地方公共団体等

の発注工事を元請で施

工、完了しているもの

Ａ 6,000 万円以上 １億円未満 5,000 万円以上

Ａ 5,000 万円以上 6,000 万円未満 4,000 万円以上

Ａ 4,000 万円以上 5,000 万円未満 3,000 万円以上

Ａ 3,000 万円以上 4,000 万円未満 2,000 万円以上

Ａ／Ｂ 2,000 万円以上 3,000 万円未満 1,000 万円以上

Ｂ 1,000 万円以上 2,000 万円未満 800 万円以上

Ｂ／Ｃ 800 万円以上 1,000 万円未満 500 万円以上

Ｃ 800 万円未満 130 万円超



５ 造園

備考

同一等級の業者を対象に入札参加資格要件を設定する。

６ 塗装工事、防水工事

７ 舗装工事

等級 予定価格
施工実績

契約金額 対象

Ａ １億円以上 －

国又は地方公共団体等

の発注工事を元請で施

工、完了しているもの

Ａ 6,000 万円以上 １億円未満 5,000 万円以上

Ａ 5,000 万円以上 6,000 万円未満 4,000 万円以上

Ａ 4,000 万円以上 5,000 万円未満 3,000 万円以上

Ａ 3,000 万円以上 4,000 万円未満 2,000 万円以上

Ａ 2,000 万円以上 3,000 万円未満 1,000 万円以上

Ａ／Ｂ 1,000 万円以上 2,000 万円未満 800 万円以上

Ｂ 800 万円以上 1,000 万円未満 500 万円以上

Ｂ 800 万円未満 130 万円超

予定価格
施工実績

契約金額 対象

6,000 万円以上 －

国又は地方公共団体等

の発注工事を元請で施

工、完了しているもの

5,000 万円以上 6,000 万円未満 4,000 万円以上

4,000 万円以上 5,000 万円未満 3,000 万円以上

3,000 万円以上 4,000 万円未満 2,000 万円以上

2,000 万円以上 3,000 万円未満 1,000 万円以上

1,000 万円以上 2,000 万円未満 800 万円以上

800 万円以上 1,000 万円未満 500 万円以上

800 万円未満 130 万円超

予定価格
施工実績

契約金額 対象

１億円以上 －

国又は地方公共団体等

の発注工事を元請で施

工、完了しているもの

6,000 万円以上 １億円未満 5,000 万円以上

5,000 万円以上 6,000 万円未満 4,000 万円以上

4,000 万円以上 5,000 万円未満 3,000 万円以上

3,000 万円以上 4,000 万円未満 2,000 万円以上

2,000 万円以上 3,000 万円未満 1,000 万円以上

1,000 万円以上 2,000 万円未満 800 万円以上

800 万円以上 1,000 万円未満 500 万円以上

800 万円未満 130 万円超



８ 下水道管渠維持補修工事

９ 大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・

ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、内装仕上工

事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、さく井工事、建具工事、消防施設工事、清

掃施設工事、解体工事、交通安全施設工事、畳工事、襖工事、フェンス工事、アスベスト除去工

事、法面工事

予定価格 施工実績／対象

130 万円超

国又は地方公共団体等が発注した下水道管渠維持補修工事（日本下水道事業団

又は（公財）下水道新技術推進機構による技術審査・証明を得ている工法に限

る）を元請で施工、完了しているもの

予定価格
施工実績

契約金額 対象

6,000 万円以上 5,000 万円以上

国又は地方公共団体等

の発注工事を元請で施

工、完了しているもの

5,000 万円以上 6,000 万円未満 4,000 万円以上

4,000 万円以上 5,000 万円未満 3,000 万円以上

3,000 万円以上 4,000 万円未満 2,000 万円以上

2,000 万円以上 3,000 万円未満 1,000 万円以上

1,000 万円以上 2,000 万円未満 800 万円以上

800 万円以上 1,000 万円未満 500 万円以上

800 万円未満 130 万円超



10 建築設計（総合（意匠）、構造、電気設備、機械設備）

備考

履行実績における契約金額は、共同企業体を対象とする案件には適用しない。

予定価格

履行実績

契約金額

対象

共同企業体
単独

代表者 構成員

5,000 万円以上 4,000 万円以上

競争入札参加資格の建築

設計において、当該部門

の登録があるもの。な

お、総合（意匠）におい

ては、国又は地方公共団

体等の発注案件のうち、

鉄骨造、鉄筋コンクリー

ト造又は鉄骨鉄筋コンク

リート造の１棟当たりの

延床面積が 1,000 ㎡を超

える新築工事又は増築、

改築工事における建築設

計を元請で履行、完了

し、構造又は電気設備、

機械設備においては、国

又は地方公共団体等の発

注業務を共同企業体とし

て履行、完了しているも

の

競争入札参加資格の

建築設計において、

当該部門の登録があ

り、国又は地方公共

団体等の発注業務を

元請で履行、完了し

ているもの。なお、

総合（意匠）におい

ては、国又は地方公

共団体等の発注案件

のうち、新築工事、

又は増築、改築工事

における建築設計を

元請で履行、完了し

ているもの

競争入札参加資格の建

築設計において、当該

部門の登録があり、国

又は地方公共団体等の

発注業務を元請で履

行、完了しているも

の。なお、総合（意

匠）においては、国又

は地方公共団体等の発

注案件のうち、鉄骨

造、鉄筋コンクリート

造又は鉄骨鉄筋コンク

リート造の１棟当たり

の延床面積が 1,000 ㎡

を超える新築工事又は

増築、改築工事におけ

る建築設計を元請で履

行、完了しているもの

4,000 万円以上

5,000 万円未満
3,000 万円以上

3,000 万円以上

4,000 万円未満
2,000 万円以上

2,000 万円以上

3,000 万円未満
1,000 万円以上



11 建設コンサルタント（河川・砂防・海岸・海洋、港湾・空港、電力土木、道路、鉄道、上水道・工

業用水道、下水道、農業土木、森林土木、造園、都市計画・地方計画、地質、土質・基礎、鋼構造・

コンクリート、トンネル、施工計画・施工設備・積算、建設環境、機械、水産土木、電気電子、廃棄

物）

備考

履行実績における契約金額は、共同企業体を対象とする案件には適用しない。

12 補償コンサルタント（営業補償あり、営業補償なし）、測量、地質調査

予定価格

履行実績

契約金額

対象

共同企業体
単独

代表者 構成員

5,000 万円以上 4,000 万円以上 競争入札参加資格の建設コ

ンサルタントにおいて、当

該部門の登録があるもの。

なお、当該部門における国

又は地方公共団体等の発注

業務を共同企業体として履

行、完了しているもの

競争入札参加資格の建

設コンサルタントにお

いて、当該部門の登録

があり、国又は地方公

共団体等の発注業務を

元請で履行、完了して

いるもの

当該部門にお

ける国又は地

方公共団体等

の発注業務を

元請で履行、

完了している

もの

4,000 万円以上

5,000 万円未満
3,000 万円以上

3,000 万円以上

4,000 万円未満
2,000 万円以上

2,000 万円以上

3,000 万円未満
1,000 万円以上

予定価格
履行実績

契約金額 対象

1,000 万円以上 800 万円以上

国又は地方公共団体等

の発注業務を元請で履

行、完了しているもの

800 万円以上 1,000 万円未満 500 万円以上

500 万円以上 800 万円未満 300 万円以上

300 万円以上 500 万円未満 200 万円以上

300 万円未満 50万円超



別表５（第11条関係）

１ 土木一式工事

備考

１ 「主任技術者」及び「監理技術者」は、入札に参加しようとする者と直接的かつ恒常的な雇用

関係にある者で、入札時点で３か月以上の雇用関係にある者であること。

２ 「監理技術者」は、監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を修了した日の属する

年の翌年から起算して５年を経過しない者であること。

３ 予定価格が130万円を超え800万円未満の案件は、指名競争入札において、落札者がいないとき

に適用する。

予定価格 構成 構成区分
建設業の

許可区分
主任技術者等の要件

１億 5,000 万円以上 ３者

代表

構成員
特定

建設業法に定める１級土木施工管理技士の資格

を有する者で、かつ、監理技術者資格者証の交

付を受けている者を監理技術者として専任で配

置すること。

第２・第３

構成員

特定

又は一般

建設業法に定める１級土木施工管理技士の資格

を有する者を主任技術者又は監理技術者として

専任で配置すること。

１億円以上

１億 5,000 万円未満
２者

代表

構成員
特定

建設業法に定める１級土木施工管理技士の資格

を有する者で、かつ、監理技術者資格者証の交

付を受けている者を監理技術者として専任で配

置すること。

第２

構成員

特定

又は一般

建設業法に定める１級土木施工管理技士の資格

を有する者を主任技術者又は監理技術者として

専任で配置すること。

6,000 万円以上

１億円未満
単独 -

特定

又は一般

建設業法に定める１級土木施工管理技士の資格

を有する者を主任技術者又は監理技術者として

専任で配置すること。

130 万円超

6,000 万円未満
単独 -

特定

又は一般

建設業法第７条第２号イからハのいずれかに該

当する者を主任技術者又は監理技術者として専

任で配置すること。ただし、契約金額が4,000万

円未満となる場合、専任で配置する必要はな

い。



２ 建築一式工事

備考

１ 「主任技術者」及び「監理技術者」は、入札に参加しようとする者と直接的かつ恒常的な雇用

関係にある者で、入札時点で３か月以上の雇用関係にある者であること。

２ 「監理技術者」は、監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を修了した日の属する

年の翌年から起算して５年を経過しない者であること。

３ 予定価格が130万円を超え800万円未満の案件は、指名競争入札において、落札者がいないとき

に適用する。

予定価格 構成 構成区分
建設業の

許可区分
主任技術者等の要件

３億円以上 ３者

代表

構成員
特定

建設業法に定める１級建築施工管理技士又は建

築士法（昭和 25 年法律第 202 号）にいう１級

建築士の資格を有する者で、かつ、監理技術者

資格者証の交付を受けている者を監理技術者と

して専任で配置すること。

第２・第３

構成員

特定

又は一般

建設業法に定める１級建築施工管理技士又は建

築士法にいう１級建築士の資格を有する者を主

任技術者又は監理技術者として専任で配置する

こと。

１億 5,000 万円以上

３億円未満
２者

代表

構成員
特定

建設業法に定める１級建築施工管理技士又は建

築士法にいう１級建築士の資格を有する者で、

かつ、監理技術者資格者証の交付を受けている

者を監理技術者として専任で配置すること。

第２

構成員

特定

又は一般

建設業法に定める１級建築施工管理技士又は建

築士法にいう１級建築士の資格を有する者を主

任技術者又は監理技術者として専任で配置する

こと。

6,000 万円以上

１億 5,000 万円未満
単独 -

特定

又は一般

建設業法に定める１級建築施工管理技士又は建

築士法にいう１級建築士の資格を有する者を主

任技術者又は監理技術者として専任で配置する

こと。ただし、契約金額が 8,000 万円未満とな

る場合は専任で配置する必要はない。

130 万円超

6,000 万円未満
単独 -

特定

又は一般

建設業法第７条第２号イからハのいずれかに該

当する者を主任技術者又は監理技術者として配

置できること。



３ 電気工事

備考

１ 「主任技術者」及び「監理技術者」は、入札に参加しようとする者と直接的かつ恒常的な雇用

関係にある者で、入札時点で３か月以上の雇用関係にある者であること。

２ 「監理技術者」は、監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を修了した日の属する

年の翌年から起算して５年を経過しない者であること。

３ 予定価格が130万円を超え800万円未満の案件は、指名競争入札において、落札者がいないとき

に適用する。

予定価格 構成 構成区分
建設業の

許可区分
主任技術者等の要件

１億円以上 ２者

代表

構成員
特定

建設業法に定める１級電気工事施工管理技士の

資格を有する者で、かつ、監理技術者資格者証

の交付を受けている者を監理技術者として専任

で配置すること。

第２

構成員

特定

又は一般

建設業法第７条第２号イからハのいずれかに該

当する者を主任技術者又は監理技術者として専

任で配置すること。

6,000 万円以上

１億円未満
単独 -

特定

又は一般

建設業法に定める１級電気工事施工管理技士の

資格を有する者を主任技術者又は監理技術者と

して専任で配置すること。

130 万円超

6,000 万円未満
単独 -

特定

又は一般

建設業法第７条第２号イからハのいずれかに該

当する者を主任技術者又は監理技術者として専

任で配置すること。ただし、契約金額が 4,000

万円未満となる場合は専任で配置する必要はな

い。



４ 管工事

備考

１ 「主任技術者」及び「監理技術者」は、入札に参加しようとする者と直接的かつ恒常的な雇用

関係にある者で、入札時点で３か月以上の雇用関係にある者であること。

２ 「監理技術者」は、監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を修了した日の属する

年の翌年から起算して５年を経過しない者であること。

３ 予定価格が130万円を超え800万円未満の案件は、指名競争入札において、落札者がいないとき

に適用する。

予定価格 構成 構成区分
建設業の

許可区分
主任技術者等の要件

１億円以上 ２者

代表

構成員
特定

建設業法に定める１級管工事施工管理技士の資

格を有する者で、かつ、監理技術者資格者証の

交付を受けている者を監理技術者として専任で

配置すること。

第２

構成員

特定

又は一般

建設業法第７条第２号イからハのいずれかに該

当する者を主任技術者又は監理技術者として専

任で配置すること。

6,000 万円以上

１億円未満
単独 -

特定

又は一般

建設業法に定める１級管工事施工管理技士の資

格を有する者を主任技術者又は監理技術者とし

て専任で配置すること。

130 万円超

6,000 万円未満
単独 -

特定

又は一般

建設業法第７条第２号イからハのいずれかに該

当する者を主任技術者又は監理技術者として専

任で配置すること。ただし、契約金額が 4,000

万円未満となる場合は専任で配置する必要はな

い。



５ 水道施設工事

備考

１ 「主任技術者」及び「監理技術者」は、入札に参加しようとする者と直接的かつ恒常的な雇用

関係にある者で、入札時点で３か月以上の雇用関係にある者であること。

２ 「監理技術者」は、監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を修了した日の属する

年の翌年から起算して５年を経過しない者であること。

３ 予定価格が130万円を超え800万円未満の案件は、指名競争入札において、落札者がいないとき

に適用する。

予定価格 構成 構成区分
建設業の

許可区分
主任技術者等の要件

１億円以上 ２者

代表

構成員
特定

建設業法第７条第２号イからハのいずれかに該

当する者で、かつ、監理技術者資格者証の交付

を受けている者を監理技術者として専任で配置

すること。

第２

構成員

特定

又は一般

建設業法第７条第２号イからハのいずれかに該

当する者を主任技術者又は監理技術者として専

任で配置すること。

6,000 万円以上

１億円未満
単独 -

特定

又は一般

建設業法第７条第２号イからハのいずれかに該

当する者を主任技術者又は監理技術者として専

任で配置すること。

130 万円超

6,000 万円未満
単独 -

特定

又は一般

建設業法第７条第２号イからハのいずれかに該

当する者を主任技術者又は監理技術者として専

任で配置すること。ただし、契約金額が 4,000

万円未満となる場合は専任で配置する必要はな

い。



６ 造園工事

備考

１ 「主任技術者」及び「監理技術者」は、入札に参加しようとする者と直接的かつ恒常的な雇用

関係にある者で、入札時点で３か月以上の雇用関係にある者であること。

２ 「監理技術者」は、監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を修了した日の属する

年の翌年から起算して５年を経過しない者であること。

３ 予定価格が130万円を超え800万円未満の案件は、指名競争入札において、落札者がいないとき

に適用する。

予定価格 構成 構成区分
建設業の

許可区分
主任技術者等の要件

１億円以上 ２者

代表

構成員

特定

又は一般

建設業法に定める１級造園施工管理技士の資格を

有する者を主任技術者又は監理技術者として専任

で配置すること。

第２

構成員

特定

又は一般

建設業法に定める１級造園施工管理技士の資格を

有する者を主任技術者又は監理技術者として専任

で配置すること。

6,000 万円以上

１億円未満
単独 -

特定

又は一般

建設業法に定める１級造園施工管理技士の資格を

有する者を主任技術者又は監理技術者として専任

で配置すること。

130 万円超

6,000 万円未満
単独 -

特定

又は一般

建設業法第７条第２号イからハのいずれかに該当

する者を主任技術者又は監理技術者として専任で

配置すること。ただし、契約金額が 4,000 万円未

満となる場合は専任で配置する必要はない。



７ 塗装工事、防水工事

備考

１ 「主任技術者」及び「監理技術者」は、入札に参加しようとする者と直接的かつ恒常的な雇用

関係にある者で、入札時点で３か月以上の雇用関係にある者であること。

２ 「監理技術者」は、監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を修了した日の属する

年の翌年から起算して５年を経過しない者であること。

３ 予定価格が130万円を超え800万円未満の案件は、指名競争入札において、落札者がいないとき

に適用する。

予定価格 構成 構成区分
建設業の

許可区分
主任技術者等の要件

9,000 万円以上 ３者

代表

構成員

特定

又は一般

建設業法第７条第２号イからハのいずれかに該

当する者を主任技術者又は監理技術者として専

任で配置すること。

第２・第３

構成員

特定

又は一般

建設業法第７条第２号イからハのいずれかに該

当する者を主任技術者又は監理技術者として専

任で配置すること。

6,000 万円以上

9,000 万円未満
２者

代表

構成員

特定

又は一般

建設業法第７条第２号イからハのいずれかに該

当する者を主任技術者又は監理技術者として専

任で配置すること。

第２

構成員

特定

又は一般

建設業法第７条第２号イからハのいずれかに該

当する者を主任技術者又は監理技術者として専

任で配置すること。

130 万円超

6,000 万円未満
単独 -

特定

又は一般

建設業法第７条第２号イからハのいずれかに該

当する者を主任技術者又は監理技術者として専

任で配置できること。ただし、契約金額が

4,000 万円未満となる場合は専任で配置する必

要はない。



８ 舗装工事

備考

１ 「主任技術者」及び「監理技術者」は、入札に参加しようとする者と直接的かつ恒常的な雇用

関係にある者で、入札時点で３か月以上の雇用関係にある者であること。

２ 「監理技術者」は、監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を修了した日の属する

年の翌年から起算して５年を経過しない者であること。

３ 予定価格が130万円を超え800万円未満の案件は、指名競争入札において、落札者がいないとき

に適用する。

予定価格 構成 構成区分
建設業の

許可区分
主任技術者等の要件

１億円以上 ２者

代表

構成員
特定

建設業法に定める１級土木施工管理技士の資格を

有する者で、かつ、監理技術者資格者証の交付を

受けている者を監理技術者として専任で配置する

こと。

第２

構成員

特定

又は一般

建設業法に定める 1級土木施工管理技士の資格を

有する者を主任技術者又は監理技術者として専任

で配置すること。

6,000 万円以上

１億円未満
単独

特定

又は一般

建設業法に定める 1級土木施工管理技士の資格を

有する者を主任技術者又は監理技術者として専任

で配置すること。

130 万円超

6,000 万円未満
単独

特定

又は一般

建設業法第７条第２号イからハのいずれかに該当

する者を主任技術者又は監理技術者として専任で

配置できること。ただし、契約金額が 4,000 万円

未満となる場合は専任で配置する必要はない。



９ 下水道管渠維持補修工事

備考

１ 「主任技術者」及び「監理技術者」は、入札に参加しようとする者と直接的かつ恒常的な雇用

関係にある者で、入札時点で３か月以上の雇用関係にある者であること。

２ 「監理技術者」は、監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を修了した日の属する

年の翌年から起算して５年を経過しない者であること。

３ 予定価格が130万円を超え3,000万円未満の案件は、指名競争入札において、落札者がいないと

きに適用する。

10 法面工事

備考

１ 「主任技術者」及び「監理技術者」は、入札に参加しようとする者と直接的かつ恒常的な雇用

関係にある者で、入札時点で３か月以上の雇用関係にある者であること。

２ 「監理技術者」は、監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を修了した日の属する

年の翌年から起算して５年を経過しない者であること。

３ 予定価格が130万円を超え800万円未満の案件は、指名競争入札において、落札者がいないとき

に適用する。

予定価格 構成
建設業の

許可区分
主任技術者等の要件

6,000 万円以上 単独
特定

又は一般

建設業法に定める 1級土木施工管理技士の資格を有し、下

水道管渠維持補修工事の主任技術者又は監理技術者の実績

がある者を主任技術者又は監理技術者として専任で配置す

ること。

130 万円超 単独
特定

又は一般

建設業法第７条第２号イからハのいずれかに該当する者を

主任技術者又は監理技術者として専任で配置すること。た

だし、契約金額が 4,000 万円未満となる場合は専任で配置

する必要はない。

予定価格 構成
建設業の

許可区分
主任技術者等の要件

6,000 万円以上 単独
特定

又は一般

建設業法に定める 1級土木施工管理技士の資格を有する者を

主任技術者又は監理技術者として専任で配置すること。

130 万円超

6,000 万円未満
単独

特定

又は一般

建設業法第７条第２号イからハのいずれかに該当する者を主

任技術者又は監理技術者として専任で配置できること。ただ

し、契約金額が 4,000 万円未満となる場合は専任で配置する

必要はない。



11 大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・

ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、内装仕上工

事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、さく井工事、建具工事、消防施設工事、清

掃施設工事、解体工事、交通安全施設工事、畳工事、襖工事、フェンス工事、アスベスト除去工

事

備考

１ 「主任技術者」及び「監理技術者」は、入札に参加しようとする者と直接的かつ恒常的な雇

用関係にある者で、入札時点で３か月以上の雇用関係にある者であること。

２ 「監理技術者」は、監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を修了した日の属す

る年の翌年から起算して５年を経過しない者であること。

３ 予定価格が130万円を超え800万円未満の案件は、指名競争入札において、落札者がいないと

きに適用する。

12 建築設計 総合（意匠）

備考

「技術者」は、入札に参加しようとする者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、入札時点で

３か月以上の雇用関係にある者であること。

予定価格 構成
建設業の

許可区分
主任技術者等の要件

130 万円超 単独
特定

又は一般

建設業法第７条第２号イからハのいずれかに該当する者を

主任技術者又は監理技術者として専任で配置すること。た

だし、契約金額が 4,000 万円未満となる場合は専任で配置

する必要はない。

予定価格 構成 構成区分 技術者の要件

2,000 万円以上

２者

代表

構成員

管理技術者及び担当技術者を配置するものとし、管理技術

者は、一級建築士の資格を有し、担当技術者は、一級建築

士、二級建築士又は建築設備士の資格を有すること。ただ

し、管理技術者又は担当技術者のうち、いずれかの者は、

履行実績において、管理技術者又は担当技術者としての経

験を有していなければならない。

第２

構成員

一級建築士、二級建築士、又は建築設備士の資格を有する

者を担当技術者として配置すること。ただし、担当技術者

のうち、いずれかの者は、履行実績において、管理技術者

又は担当技術者としての経験を有していなければならな

い。

単独 －

管理技術者及び担当技術者を配置するものとし、管理技術

者は、一級建築士の資格を有し、担当技術者は、一級建築

士、二級建築士又は建築設備士の資格を有すること。ただ

し、管理技術者又は担当技術者のうち、いずれかの者は、

履行実績において、管理技術者又は担当技術者としての経

験を有していなければならない。



様式第１号（第12条関係）

条件付一般競争入札参加申込書

宮 崎 市 長 殿

年 月 日

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

○○年○月○日付で入札公告のありました下記案件に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

本書を提出いたします。なお、入札の際には入札参加心得を遵守するとともに、提出する全ての書

類について、事実と相違ない内容であることを誓約します。

記

告示番号 宮崎市告示第○○号

件 名



様式第２号（第 12 条関係）

条件付一般競争入札参加申込書（共同企業体用）

宮 崎 市 長 殿

年 月 日

共同企業体の名称

○○・○○・○○ 特定（建設工事・委託業務）共同企業体

共同企業体代表者

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

共同企業体構成員

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

共同企業体構成員

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

○○年○月○日付で入札公告のありました下記案件に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

本書を提出いたします。なお、入札の際には入札参加心得を遵守するとともに、提出する全ての書類

について、事実と相違ない内容であることを誓約します。

記

告示番号 宮崎市告示第○○号

件 名



様式第３号（第 12 条関係）

特定建設工事共同企業体協定書（甲）

（目的）

第１条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。

一 宮崎市発注に係る「○○○○○○○工事」（当該工事内容の変更に伴う工事を含む。以下単に

「建設工事」という。）の請負

二 前号に附帯する工事

（名称）

第２条 当共同企業体は、○○・○○・○○特定建設工事共同企業体（以下「企業体」という。）と

称する。

（事務所の所在地）

第３条 当企業体は、事務所を○○○○市○○○○町○○○○番地に置く。

（成立の時期及び解散の時期）

第４条 当企業体は、 ○○年○○月○○日に成立し、建設工事の請負契約の履行後３月を経過する

までの間は、解散することができない。

２ 建設工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該建

設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。

（構成員の住所及び名称）

第５条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

（代表者）

第６条 当企業体は、○○○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○を代表者とする。

（代表者の権限）

第７条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名

義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金（前払金及び部分払



金を含む）の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。

（構成員の出資割合）

第８条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該建設工事について発注者と契約

内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。

○○○○株式会社 ○○％

○○○○株式会社 ○○％

○○○○株式会社 ○○％

２ 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌のうえ構成員が協議して評価するものとする。

（運営委員会）

第９条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本

に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な

事項について協議の上決定し、第１条に規定する建設工事の完成に当たるものとする。

（構成員の責任）

第 10 条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行及び下請契約その他の建設工事の実施に伴い、当企

業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。

（取引金融機関）

第 11 条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行○○本（支）店とし、共同企業体の名称を冠した代表

者名義の別口預金口座によって取引するものとする。

（決算）

第 12条 当企業体は、工事竣工後、速やかに決算するものとする。

（利益金の配当の割合）

第 13 条 決算の結果、利益を生じた場合には、第８条に規定する出資の割合により構成員に利益金を

配当するものとする。

（欠損金の負担の割合）

第 14 条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第８条に規定する割合により構成員が欠損金を負担

するものとする。

（権利義務の譲渡の制限）

第 15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。

（工事途中における構成員の脱退に対する措置）

第 16 条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が建設工事を完成する日まで

は脱退することができない。

２ 構成員のうち工事途中において脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して建

設工事を完成する。

３ 構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有し

ていたところの出資の割合を残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第８条に規

定する割合に加えた割合とする。

４ 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果、欠損金を生

じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除

した金額を返還するものとする。



５ 決算の結果、利益を生じても、脱退構成員への利益の配当は行わない。

（構成員の除名）

第 16 条の２ 当企業体は、構成員のうちいずれかが、工事途中において重要な義務の不履行その他の

除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成

員を除名することができるものとする。

２ 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。

３ 第１項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第２項から第５項までを準用する

ものとする。

（工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置）

第 17 条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、第 16 条第２

項から第５項までの規定を準用するものとする。

（代表者の変更）

第 17 条の２ 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場

合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうち

いずれかを代表者とすることができるものとする。

（解散後の瑕疵担保責任）

第 18 条 当企業体が解散した後においても、当該建設工事につき瑕疵があったときは各構成員は共同

連帯してその責に任ずるものとする。

（協定書に定めのない事項）

第 19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会が協議して定めるものとする。

○○建設株式会社及び外２社は、上記のとおり○○・○○・○○特定建設工事共同企業体協定を締

結したので、その証拠としてこの協定書３通を作成し、各自所持するものとする。

○○年○○月○○日

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

住 所

商号又は名称

代表者職氏名



様式第４号（12条関係）

特定建設工事共同企業体協定書（乙）

（目的）

第１条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。

一 宮崎市発注に係る「○○○○○○○工事」（当該工事内容の変更に伴う工事を含む。以下単に

「建設工事」という。）の請負

二 前号に附帯する事業

（名称）

第２条 当共同企業体は、○○・○○特定建設工事共同企業体（以下「企業体」という。）と称する。

（事務所の所在地）

第３条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。

（成立の時期及び解散の時期）

第４条 当企業体は、○○年○○月○○日に成立し、建設工事の請負契約の履行後３月を経過するま

での間は、解散することができない。

２ 建設工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該建

設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。

（構成員の住所及び名称）

第５条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

（代表者の名称）

第６条 当企業体は、○○○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○を代表者とする。

（代表者の権限）

第７条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名

義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金（前払金及び部分払

金を含む）の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。

（分担工事額）

第８条 各構成員の建設工事の分担は、次のとおりとする。ただし、分担工事の一部につき発注者と

契約内容の変更増減等のあったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。



○○○○工事 ○○○○株式会社

○○○○工事 ○○○○株式会社

２ 前項に規定する分担工事の価額については、別に定めるところによるものとする。

（運営委員会）

第９条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、建設工事の完成に当たるものとする。

（構成員の責任）

第 10 条 各構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担工事の進捗を図り、請負契

約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。

（取引金融機関）

第 11 条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座に

よって取引するものとする。

（構成員の必要経費の分配）

第 12 条 構成員はその分担工事の施工のため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を

受けるものとする。

（共通費用の分担）

第 13 条 本工事施工中発生した共通の経費等については、分担工事額の割合により毎月１回運営委員

会において、各構成員の分担額を決定するものとする。

（構成員の相互間の責任の分担）

第 14 条 構成員がその分担工事に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担

するものとする。

２ 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するもの

とする。

３ 前２項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。

４ 前３項の規定は、いかなる意味においても第 10 条に規定する当企業体の責任を免れるものではな

い。

（権利義務の譲渡の制限）

第 15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。

（工事途中における構成員の脱退）

第 16条 構成員は、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。

（工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置）

第 17 条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は、解散した場合においては、残存構成員

が共同連帯して当該構成員の分担工事を完成するものとする。

２ 前項の場合においては、第 14条第２項及び第３項の規定を準用する。

（解散後の瑕疵担保責任）

第 18 条 当企業体が解散した後においても、当該建設工事につき瑕疵があったときは、各構成員は共

同連帯してその責に任ずるものとする。

（協定書に定めのない事項）

第 19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。

○○建設株式会社及び外１社は、上記のとおり○○・○○特定建設工事共同企業体協定を締結した



ので、その証拠としてこの協定書２通を作成し、各自所持するものとする。

年 月 日

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

住 所

商号又は名称

代表者職氏名



様式第５号（第12条関係）

特定委託業務共同企業体協定書

（目的）

第１条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。

一 宮崎市発注に係る「○○○○○○○○○○○○○○○○○○」

（当該委託業務内容の変更に伴う委託業務を含む。以下単に「委託業務」という。）

二 前号に附帯する事業

（名称）

第２条 当共同企業体は、○○・○○ 特定委託業務共同企業体（以下「企業体」という。）と称す

る。

（事務所の所在地）

第３条 当企業体は、事務所を○○○○市○○○○町○○○○番地に置く。

（成立の時期及び解散の時期）

第４条 当企業体は、○○年○○月○○日に成立し、委託契約の履行後３月を経過するまでの間は、

解散することができない。

２ 委託業務を引き受けることができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該

委託業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。

（構成員の住所及び名称）

第５条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

（代表者）

第６条 当企業体は、○○○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○を代表者とする。

（代表者の権限）

第７条 当企業体の代表者は、委託業務の履行に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名

義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに業務委託料（前払金及び部分

払金を含む）の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。



（構成員の出資割合）

第８条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該委託業務について発注者と契約

内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。

○○○○株式会社 ○○％

○○○○株式会社 ○○％

２ 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものとする。

（運営委員会）

第９条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに委託業務の履行の

基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重

要な事項について協議の上決定し、第１条に規定する委託業務の完了に当たるものとする。

（構成員の責任）

第 10 条 各構成員は、委託契約の履行及び下請契約その他の委託業務の実施に伴い、当企業体が負担

する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。

（取引金融機関）

第 11 条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行○○本（支）店とし、共同企業体の名称を冠した代表

者名義の別口預金口座によって取引するものとする。

（決算）

第 12条 当企業体は、委託業務完了後、速やかに決算するものとする。

（利益金の配当の割合）

第 13 条 決算の結果、利益を生じた場合には、第８条に規定する出資の割合により構成員に利益金を

配当するものとする。

（欠損金の負担の割合）

第 14 条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第８条に規定する割合により構成員が欠損金を負担

するものとする。

（権利義務の譲渡の制限）

第 15条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。

（委託業務途中における構成員の脱退に対する措置）

第 16 条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が委託業務を完成する日まで

は脱退することができない。

２ 構成員のうち委託業務途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構

成員が共同連帯して委託業務を完了する。

３ 第１項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構

成員が脱退前に有していたところの出資の割合を残存構成員が有している出資の割合により分割し、

これを第８条に規定する割合に加えた割合とする。

４ 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果、欠損金を生

じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除

した金額を返還するものとする。

５ 決算の結果、利益を生じても脱退構成員への利益の配当は行わない。

（構成員の除名）



第 16 条の２ 当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の

除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成

員を除名することができるものとする。

２ 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。

３ 第１項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第２項から第５項までを準用する

ものとする。

（委託業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置）

第 17 条 構成員のうちいずれかが委託業務途中において破産又は解散した場合においては、第 16 条

第２項から第５項までの規定を準用するものとする。

（代表者の変更）

第 17 条の２ 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場

合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうち

いずれかを代表者とすることができるものとする。

（解散後の瑕疵担保責任）

第 18 条 当企業体が解散した後においても、当該委託業務につき瑕疵があったときは各構成員は共同

連帯してその責に任ずるものとする。

（協定書に定めのない事項）

第 19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会が協議して定めるものとする。

○○株式会社及び外１社は、上記のとおり○○・○○ 特定委託業務共同企業体協定を締結したの

で、その証拠としてこの協定書２通を作成し、各自所持するものとする。

年 月 日

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

住 所

商号又は名称

代表者職氏名



様式第６号（第 12 条関係）

委 任 状

宮 崎 市 長 殿

年 月 日

特定共同企業体の名称

○○・○○ 特定（建設工事・委託業務）共同企業体

住 所

構成員 商号又は名称

代表者職氏名

下記の者を代理人と定め、当企業体の成立の日から解散の日まで、宮崎市が発注する（建設工事・

委託業務）に係る次の権限を委任します。

（委任事項）

１ 入札に関する権限

２ 契約保証金の納付及び受領に関する権限

３ 前払金、部分払代金、その他請負代金の請求及び受領に関する権限

４ 入札に関して復代理人を選任する権限

記

（代理人）

特定共同企業体の名称

○○・○○ 特定（建設工事・委託業務）共同企業体

住 所

構成員 商号又は名称

代表者職氏名



様式第７号（第 18 条関係）

宮 契 第 号

年 月 日

○○○○○○ 殿

宮崎市長

条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書

申込みのあった「○○○○○○○○工事」に係る条件付一般競争入札の参加資格審査結果は次のと

おりです。

記

【審 査 結 果】

（文書取扱）

○○○課○○○○係

電話 ―



様式第８号（第 20 条関係）

協定書第８条に基づく協定書

宮崎市発注に係る「○○○○工事」については、○○・○○特定建設工事共同企業体協定書（乙）

第８条の規定により、当企業体構成員が分担する工事の工事額を次のとおり定める。

記

分担工事額（消費税分及び地方消費税分を含む。）

○○○○工事 ○○○○株式会社 ○○○○○○○○円

○○○○工事 ○○○○株式会社 ○○○○○○○○円

○○○○株式会社外１社は、上記のとおり○○・○○特定建設工事共同企業体協定を締結したので、

その証拠としてこの協定書２通を作成し各通に構成員が記名捺印して各自所持するものとする。

年 月 日

○○・○○特定建設工事共同企業体

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

住 所

商号又は名称

代表者職氏名


